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令和７年度岐阜県介護人材育成事業者認定制度 

認定更新手続きについて （ご案内） 

  

 

平素より介護労働安定センター岐阜支部の事業運営にご理解ご協力を賜り誠に有難うござい

ます。 

さて、この度岐阜県介護人材育成事業者認定制度において令和７年度に認定更新を向かえる

事業者様（認定取得年度：平成２８年度・平成元年度・令和４年度）へご案内をしております。 

認定制度における認定有効期間は、当該認定を行った日から起算して 3 年を経過する日の属

する月の末日までとしています。 

 このため、具体例として、令和４年 12 月 25 日に認定を受けられた介護事業者のうち、令和 5

年度及び令和 6年度に上位グレード等の認定を新たに受けていない場合は、令和 7年 12月 31

日までが有効期間となりますので、有効期間の更新を希望される介護事業者様については、下記

のとおり申請の手続きをしていただきますようお願いします。 

なお提出資料は２部必要となり更新申請回数により提出書類及び提出先が異なりますのでご

注意ください。 

 

記 

 

1. 更新申請の対象者および条件 

［更新申請］ 認定の有効期間が令和 7年１２月３１日までとなっている事業者 

※下記を参照される場合は、現状のグレードが取得年度となります。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/427392.pdf 

［条件］ 評価項目に該当する取組みを継続して実施していること 

 

2. 更新対象認定取得年度 

１回目：令和４年度   ２回目：平成元年度   ３回目：平成２８年度 

 

 

 

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/427392.pdf


3. 提出書類 

県ホームページの岐阜県介護人材育成事業者認定制度から取得してください。 

 https://www.pref.gifu.lg.jp/page/14887.html 

 

4. 更新申請書の受付期間  

   令和 7年６月１日(日)から令和７年７月３１日(木)まで 

※締切日：当日消印有効 

 

5. 申請書の提出先およびお問い合わせ先 

＜１回目・３回目の更新＞ 

〒500-8113  岐阜県岐阜市金園町１-３-３クリスタルビル２階 

公益財団法人介護労働安定センター岐阜支部 

電話:058-264-6846ＦＡＸ:058-264-6848 

メールアドレス：kaigogifu@kaigo-center.or.jp 

 

＜２回目の更新＞ 

〒500-8570岐阜県岐阜市薮田南 2-1-1 

岐阜県健康福祉部高齢福祉課長寿社会推進係 

電話：058-272-8289ＦＡＸ：058-278-263 

メールアドレス：c11215@pref.gifu.lg.jp 

 

6. 岐阜県介護人材育成事業者認定制度 基礎セミナー 

日時：令和７年５月３０日（金） 14：00～16：00 

内容：認定制度の概要、基準等について及び申請手続きのご案内 

会場とオンラインでの開催を予定しておりますので、参加のご検討をお願いします。 

 

7. 岐阜県介護人材育成事業者認定制度 個別相談支援事業 

対象者：③ 認定更新を予定している事業者  

  事業所（現地）訪問、オンライン等、ご希望に応じて対応いたします。 

 

8. その他 

   詳細については、当センターホームページでご案内しています。 

   【岐阜県委託事業】岐阜県介護人材育成事業者認定制度のご案内 

    https://www.kaigo-center.or.jp/shibu/gifu/info/2025/6.html 

                                 または、認定事業担当：岩田まで 

 

                                                     以上 
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